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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準作成機関である一般財団法人

日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，経済産業

大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 X 30300：2023 
 (ISO 30300：2020) 

情報及びドキュメンテーション－記録管理－ 

基本概念及び用語 

Information and documentation-Records management- 

Core concepts and vocabulary 

0 序文 

0.1 一般 

この規格は，2020 年に第 2 版として発行された ISO 30300 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

語彙は，“一つ以上の領域又は主題からの指称及び定義を含む用語辞典”である（ISO 1087:2019 の 3.7.5

を参照）。この規格は，記録管理の主題分野の語彙を提供する。それは，ISO/TC 46（情報及びドキュメン

テーション）/SC 11（アーカイブズ・記録管理）が開発する規格の中で記録管理領域についての共通理解

を得るために，基本概念を定義する。 

明確で一貫性のある体系立った規格には，明確で一貫性のある体系立った用語集が必要である。この規

格は，用語規格を作成するため ISO/TC 37 1)が提供する規則及び指針に適合している。用語作業に精通し

ていない読者は，ISO 704 を理解することが有益である。 

注 1) ISO/TC 37（言語及び用語） 

この規格は，ISO/TC 46/SC 11 の規格開発者に，記録管理領域で使用される概念に関連する適切な定義

を提供することを意図している。また，この規格は，一貫性のある用語及び定義によって表される記録管

理概念を明確に理解するために，規格使用者及び任意の利害関係者によって使用されることが期待される。 

この規格の用語及び定義は，一つの概念システム内で開発されている。概念は，特性の固有な組合せに

よって生み出される知識の単位である。概念は，相互の関連性に従って概念システムの中で編成される。

概念システムは，概念図によってグラフィカルに表現される。ある特定領域の概念は，用語で表される。

概念は，必ずしも特定の言語を用いなければならないわけではない。しかし，それらは，社会的又は文化

的背景の影響を受け，異なるカテゴリーになることがしばしばある。この規格は，ISO/TC 46/SC 11 が開

発する規格で使用されている記録管理に関する基本概念と，それに関わる概念間の関係を附属書 A の基本

概念図に示すことで，言語及び文化的慣習を越えた一貫した理解を促進するものである。記録管理の分野

で特定され，附属書 A の各図で表現された概念は，箇条 3 において概念図によってグループ化して記載し

ている。図 1 に，附属書 A 及び箇条 3 の両方の細分箇条を含めた概略図を示す。 
 




